
総務企画委員会会議記録

総務企画委員長 三浦 正臣

１ 日 時

令和２年１２月８日（火） 午後１時３０分から

午後２時５１分まで

２ 場 所

第４委員会室

３ 出席した委員の氏名

三浦正臣、後藤慎太郎、古手川正治、嶋幸一、浦野英樹、羽野武男、荒金信生

４ 欠席した委員の氏名

な し

５ 出席した委員外議員の氏名

志村学、二ノ宮健治、河野成司、堤栄三

６ 出席した執行部関係者の職・氏名

総務部長 和田雅晴、企画振興部長 高屋博 ほか関係者

７ 会議に付した事件の件名

別紙次第のとおり

８ 会議の概要及び結果

（１）第１１２号議案のうち本委員会関係部分、第１１４号議案及び第１１６号議案から第１

２０号議案までについては、可決すべきものといずれも全会一致をもって決定した。

（２）陳情２２について、質疑を行った。

（３）ＪＲ久大本線の復旧について及びトリニータのシーズン結果について、執行部から報告

を受けた。

（４）閉会中の継続調査について、所定の手続を取ることとした。

（５）参考人の招致について協議した。

９ その他必要な事項

な し

１０ 担当書記

議事課委員会班 課長補佐（総括） 冨高徳己

政策調査課調査広報班 主事 麻生ちひろ



総務企画委員会次第

日時：令和２年１２月８日（火）１３：３０～

場所：第４委員会室

１ 開 会

２ 総務部関係 １３：３０～１４：１０

（１）第１１２号議案 令和２年度大分県一般会計補正予算（第７号）

（本委員会関係部分）

第１１４号議案 職員の定年等に関する条例の一部改正について

第１１６号議案 大分県使用料及び手数料条例の一部改正について

（農林水産委員会及び文教警察委員会へ合い議）

第１１７号議案 当せん金付証票の発売について

第１１８号議案 大分県税特別措置条例の一部改正について

第１１９号議案 森林環境の保全のための県民税の特例に関する条例の一部改正につい

て（農林水産委員会へ合い議）

第１２０号議案 大分県の事務処理の特例に関する条例の一部改正について

（農林水産委員会へ合い議）

（２）その他

３ 企画振興部関係 １４：1０～１５：００

（１）付託案件の審査

第１１２号議案 令和２年度大分県一般会計補正予算（第７号）

（本委員会関係部分）

（２）付託外案件の審査

陳 情 ２２ 大分県版まち・ひと・しごと創生事業の原点回帰について

（３）諸般の報告

①ＪＲ久大本線の復旧について

②トリニータのシーズン結果について

（４）その他

４ 協議事項 １５：００～１５：１０

（１）閉会中の継続調査について

（２）参考人の招致について

（３）その他

５ 閉 会
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別 紙

会議の概要及び結果

ただいまから、総務企画委員会を三浦委員長

開きます。

本日は委員外議員として志村議員、二ノ宮議

員、河野議員、堤議員が出席しています。

委員外議員の方が発言を希望する場合は、委

員の質疑の終了後に挙手し、私から指名を受け

た後、長時間にわたらないよう、要点を簡潔に

御発言願います。

本日審査いただく案件は、今回付託を受けた

議案７件です。

この際、案件全部を一括議題とし、これより

総務部関係の審査に入ります。

まず、第１１２号議案令和２年度大分県一般

会計補正予算（第７号）のうち、総務部関係部

分について、執行部の説明を求めます。

初めに私から、本日審査をお願和田総務部長

いしている案件等について概括的に説明します。

本日の委員会では、付託案件７件について審

査をお願いしています。

このうち、第１１２号議案令和２年度大分県

一般会計補正予算（第７号）については、大分

空港へのアクセス時間短縮等のため、ホーバー

クラフトの調達や発着地整備等に必要な経費を

計上するものです。

第１１９号議案森林環境の保全のための県民

税の特例に関する条例の一部改正については、

大分県森林環境税の適用期間が令和２年度まで

となっていますが、引き続き、森林環境の保全

や森林を全ての県民で守り育てる意識を醸成す

る施策の財源を確保する必要があることから、

適用期間の延長等を行うものです。

第１２０号議案大分県の事務処理の特例に関

する条例の一部改正については、農地法に基づ

く農地の転用許可等に係る県の事務について、

日田市及び竹田市へ権限を移譲するものです。

各事項の詳細については、それぞれ担当課長

から説明しますので、どうぞよろしくお願いし

ます。

それでは、第１１２号議案令和髙木財政課長

２年度大分県一般会計補正予算（第７号）の歳

入について説明します。

議案書は１ページですが、総務企画委員会資

料で説明します。資料の１ページを御覧くださ

い。

今回の補正予算案の主な内容は、冒頭にある

とおり、大分空港へのアクセス時間を短縮する

ためのホーバークラフトの調達や発着地整備の

準備に着手する内容となっています。詳しくは

この後、企画振興部から説明があります。もう

一つは河床掘削工事等ですが、本年度の支出は

ありませんが、早期発注に向けた債務負担行為

を設定し、公共工事の施工時期の平準化を図る

ものです。

補正額は、１補正概要にあるとおり、２億８，

３３４万１千円であり、累計の予算額は７，７

５７億７６３万４千円となります。

歳入については、その下の歳入の内訳にある

とおり、県有施設整備等基金からの繰入金です。

なお、今回の補正予算案には総務部関係の歳

出はありません。

以上で説明は終わりました。三浦委員長

これより質疑に入ります。質疑はありません

か。

〔「なし」と言う者あり〕

委員外議員の方はありませんか。三浦委員長

〔「なし」と言う者あり〕

別に御質疑もないようですので、三浦委員長

これで質疑を終わります。

なお、本案の採決は、企画振興部関係の審査

の際に一括して行います。

次に、第１１４号議案職員の定年等に関する

条例の一部改正について、執行部の説明を求め

ます。

第１１４号議案職員の定年等に渡辺人事課長

関する条例の一部改正について説明します。

議案書は１３ページからですが、総務企画委
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員会資料で説明します。資料の２ページをお開

き願います。

まず、１の改正理由ですが、今回の新型コロ

ナウイルス感染症のように、本庁において感染

症対策等複雑高度化する保健衛生行政の課題に

適切に対応するためには、医師としての高度な

知見が必要不可欠となっており、４０年前の条

例制定時に比べ、本庁勤務医師の職務の専門性

が著しく高くなっています。

このため、公衆衛生医師の確保が難しい中に

あって、本庁勤務医師と保健所、病院等の勤務

医師の処遇を同等にし、双方の間で幅広く人材

を活用していく必要があることから、今回所要

の改正を行うものです。

次に、２の改正内容についてですが、従来、

医師については、保健所、病院その他の施設等

において医療業務に従事する場合は定年年齢が

６５歳となっていましたが、改正後は、医師に

ついては勤務箇所にかかわらず定年年齢を６５

歳とするものです。

最後に、３の施行期日については、公布の日

としています。

以上で説明は終わりました。三浦委員長

これより質疑に入ります。質疑はありません

か。

〔「なし」と言う者あり〕

委員外議員の方はありませんか。三浦委員長

〔「なし」と言う者あり〕

別に御質疑もないようですので、三浦委員長

これより採決します。

本案は原案のとおり可決すべきものと決する

ことに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

御異議がないので、本案は原案の三浦委員長

とおり可決すべきものと決定しました。

次に、第１１６号議案大分県使用料及び手数

料条例の一部改正についてですが、本案につい

ては、関係する農林水産委員会及び文教警察委

員会に合い議をしていることを申し添えます。

それでは、執行部の説明を求めます。

第１１６号議案大分県使用料及髙木財政課長

び手数料条例の一部改正についてです。

議案書は１６ページですが、総務企画委員会

資料で説明します。資料の３ページをお開きく

ださい。

今回の改正は、１の基本的な考え方のとおり、

法令の改正等に伴う事務の新設によるものが１

件で、家畜人工授精関係事務の改正です。

２の改正内容を御覧ください。近年の家畜人

工授精用精液及び受精卵の海外への不正持ち出

し事案等を受け、適切な生産・流通・利用を確

保し、家畜の改良増殖を継続的・効果的に促進

するため、家畜改良増殖法及び同法施行規則の

一部が改正されました。

この改正により、家畜人工授精所内に開設許

可証を備え置くことが義務付けられ、現状の開

設許可の事務に加え、新たに開設許可証の書換

え交付事務と再交付事務が創設されたため、そ

れぞれ手数料を新設するものです。

手数料の額は、既存の家畜人工授精師免許証

の書換え交付手数料及び再交付手数料と同等の

事務であることから、同額の１，７００円と設

定しています。

施行日は、大分県使用料及び手数料条例の一

部を改正する条例の公布の日を予定しています。

その他の改正として、条文で引用している団

体名称の変更等に伴う表記の改正が２件ありま

す。

以上で説明は終わりました。三浦委員長

これより質疑に入ります。質疑はありません

か。

書換えまでの期間は何年でしょうか。羽野委員

基本は書換えの必要はありませ髙木財政課長

ん。代表者の名前や住所が変わった場合に書換

えが発生するので、その際に事務が発生します。

委員外議員の方はありませんか。三浦委員長

〔「なし」と言う者あり〕

ほかに御質疑もないようですので、三浦委員長

これより採決します。

なお、本案について、農林水産委員会及び文

教警察委員会の回答は、原案のとおり可決すべ

きとのことです。

本案は原案のとおり可決すべきものと決する

ことに御異議ありませんか。
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〔「異議なし」と言う者あり〕

御異議がないので、本案は原案の三浦委員長

とおり可決すべきものと決定しました。

次に、第１１７号議案当せん金付証票の発売

について、執行部の説明を求めます。

議案書は１７ページですが、総髙木財政課長

務企画委員会資料の４ページで説明します。

第１１７号議案当せん金付証票の発売につい

て、いわゆる宝くじについてです。

宝くじについては、当せん金付証票法により、

都道府県及び指定都市が公共事業等の費用に充

てるための資金を調達する場合に、その発売が

認められています。地方公共団体ごとの売上額

の約４割がその団体の収入となり、本県の宝く

じ収入は令和元年度で約２８億円となっていま

す。

今回の議案は、令和３年度に本県が他の地方

公共団体と共同して宝くじを発売するにあたっ

て、総務大臣への発売許可申請の際に必要とな

る宝くじの発売限度額について、議会の議決を

お願いするものです。

令和３年度の発売限度額については、全国の

発売計画額及び直近の売上実績等を勘案して見

積もり、令和２年度より４億円多い１０８億円

としたところです。

主な増減理由は、ナンバーズやロトの数字選

択式くじの全国発売計画増に伴う増額及び年末

ジャンボ等のジャンボくじの本県売上実績の増

等に伴う増額です。

以上で説明は終わりました。三浦委員長

これより質疑に入ります。質疑はありません

か。

〔「なし」と言う者あり〕

委員外議員の方はありませんか。三浦委員長

〔「なし」と言う者あり〕

別に御質疑もないようですので、三浦委員長

これより採決します。

本案は原案のとおり可決すべきものと決する

ことに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

御異議がないので、本案は原案の三浦委員長

とおり可決すべきものと決定しました。

次に、第１１８号議案大分県税特別措置条例

の一部改正について、執行部の説明を求めます。

お手元の総務企画委員会説明資山口税務課長

料の５ページをお開き願います。

議案書は１８ページですが、お手元の資料に

より説明します。

１の改正理由にあるとおり、減収補填制度が

適用される場合を規定している総務省令の一部

改正に伴い、大分県税特別措置条例の一部を改

正するものです。

２の改正内容についてですが、引用する省令

が名称変更されたことに伴い、新旧対照表に記

載のとおり、規定の整備を行うものです。

３の施行期日については、公布の日としてい

ます。

以上で説明は終わりました。三浦委員長

これより質疑に入ります。質疑はありません

か。

〔「なし」と言う者あり〕

委員外議員の方はありませんか。三浦委員長

〔「なし」と言う者あり〕

別に御質疑もないようですので、三浦委員長

これより採決します。

本案は原案のとおり可決すべきものと決する

ことに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

御異議がないので、本案は原案の三浦委員長

とおり可決すべきものと決定しました。

次に、第１１９号議案森林環境の保全のため

の県民税の特例に関する条例の一部改正につい

てですが、本案については、関係する農林水産

委員会に合い議をしていることを申し添えます。

それでは、執行部の説明を求めます。

お手元の総務企画委員会説明資山口税務課長

料の６ページをお開き願います。

議案書は１９ページですが、お手元の資料に

より説明します。

１の改正理由ですが、県民税の均等割に係る

税率の特例、いわゆる大分県森林環境税につい

ては、令和２年度までが適用期間となっていま

すが、引き続き、森林環境の保全や森林を全て

の県民で守り育てる意識を醸成する施策の財源
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を確保する必要があることから、適用期間の延

長等を行うものです。

次に、資料の７ページを御覧ください。

前回の委員会で、大分県森林（もり）づくり

委員会から知事に対し、大分県森林環境税を継

続し、今後も大分県の森林づくりの課題解決に

向けた取組を実施していくことが望ましいとす

る報告書が提出されたことを御説明しました。

その後、資料にあるとおり、９月３０日から

１０月３０日までの１か月間、パブリックコメ

ントを実施し、１６名の方から２７件の御意見

が寄せられました。

意見の概要としては、３の（１）にあるよう

に、税の継続に賛成する意見が多数であり、反

対意見はありませんでした。

主な意見としては、３の（２）にあるとおり、

災害に強い森林づくりや森林・林業教育を推進

してもらいたいなど、税の使途に関する意見が

多く寄せられました。

資料の６ページにお戻りください。

今回の改正では、こうした県民の皆さまの御

意見も踏まえ、２の改正内容（１）にあるとお

り、税率の特例に係る現行の制度を維持した上

で、その適用期間を５年間延長します。

また、（２）のその他規定の整備として、国

税における連結納税制度が廃止されることに伴

い、税率の特例に係る規定から当該制度に基づ

く規定を削除します。

３の施行期日については、公布の日としてい

ます。ただし、その他規定の整備については、

令和４年４月１日施行となります。

以上で説明は終わりました。三浦委員長

これより質疑に入ります。質疑はありません

か。

今回、一般質問で森林環境税に後藤副委員長

ついて質問した観点もあるので、何点か質問し

ます。

一つは、この前、大分合同新聞に出ていまし

たが、カモシカの問題です。祖母山で生活でき

なくなったカモシカが里山に下りてきて、その

保護の問題や、シカとの共生をどうするかとか

あるんですが、あれだけ合同新聞でも取り上げ

られたので、その後、何か反響があれば。パブ

リックコメントではカモシカのことは出ていな

いですが、何かあれば教えてもらえればという

のが一つ。

先日、私は林業に関して養蜂のことも一緒に

質問しました。養蜂自体は畜産業にもなり、ま

た山を使い、農業とかにも入っているので、あ

えてここで話をさせてもらいます。要は、環境

を考えた場合は、ニホンミツバチは生活環境や

生態系を守る役割もあるわけで、実際、山や環

境を守ろうとなると、やっぱり部や課を超えて、

様々なところで、本来、ＳＤＧｓをやっていか

ないといけないのではないかと、質問を作りな

がら思いました。

そうこうしていたら、先週、滋賀県がＳＤＧ

ｓを農業で活用する条例を作るという記事も見

たので、ぜひ農業とか林業でＳＤＧｓの条例を

県でも考えられたらどうかなと思ったものです

から、もし何かそういう考えが今の時点であれ

ば教えてください。

使途の話になると、管轄が農林山口税務課長

水産部になるので、今の後藤副委員長の話をき

ちんと伝えます。また後日回答ということでよ

ろしいですか。（「いいです、結構です」と言

う者あり）

ほかに、委員の皆さんありますか。三浦委員長

〔「なし」と言う者あり〕

委員外議員の方はありませんか。三浦委員長

〔「なし」と言う者あり〕

ほかに御質疑もないようですので、三浦委員長

これより採決します。

なお、本案について、農林水産委員会の回答

は、原案のとおり可決すべきとのことです。

本案は原案のとおり可決すべきものと決する

ことに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

御異議がないので、本案は原案の三浦委員長

とおり可決すべきものと決定しました。

次に、第１２０号議案大分県の事務処理の特

例に関する条例の一部改正についてですが、本

案については、関係する農林水産委員会に合い

議をしていることを申し添えます。
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それでは、執行部の説明を求めます。

第１２０号議案大分県の渕野市町村振興課長

事務処理の特例に関する条例の一部改正につい

て説明します。

議案書は２０ページですが、委員会資料の１

１ページで説明します。

一番上の枠囲みの中を御覧ください。本条例

は、地方自治法の規定に基づき、県の権限に属

する事務のうち、市町村に移譲する事務の範囲

等を定めた条例です。このうち、今回は別表第

１の各市町村に移譲する事務に関する改正です。

次に、１市町村への権限移譲と書かれた枠囲

みの中を御覧ください。（１）条例改正の概要

ですが、農地法に基づく県の事務の一部につい

て協議が整った市町村に権限を移譲するもので

す。

（２）具体的内容ですが、新たに日田市と竹

田市に対し、二つ目の白マルの移譲する事務の

概要に記載しているとおり、農地又は採草放牧

地の転用許可に関する事務などを移譲します。

その下の図の網掛け部分を御覧ください。４

ヘクタール以下の転用許可について、許可権者

が知事から市長に変更となります。

最後に、２施行期日ですが、県民への周知期

間等を考慮して、令和３年４月１日からとして

います。

以上で説明は終わりました。三浦委員長

これより質疑に入ります。質疑はありません

か。

〔「なし」と言う者あり〕

委員外議員の方はありませんか。三浦委員長

〔「なし」と言う者あり〕

別に御質疑もないようですので、三浦委員長

これより採決します。

なお、本案について、農林水産委員会の回答

は、原案のとおり可決すべきとのことです。

本案は原案のとおり可決すべきものと決する

ことに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

御異議がないので、本案は原案の三浦委員長

とおり可決すべきものと決定しました。

以上で付託案件の審査を終わります。

この際、ほかに何かありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

なければ、私から１点あります。三浦委員長

私の地元日出町のイスラム教徒の方、ムスリ

ムの土葬墓地問題です。これは今、町を二分す

るような形で建設反対、建設賛成ということで、

建設反対の陳情が議会では採択されました。

しかし、その前々日、教会の方々が早期の建

設を求める書面を町に提出している状況です。

このような中、まず、これまでの経緯として、

日出町から県に何らかの、例えば、助言を求め

たりとか、若しくはそういった動きがある中、

県から何かアドバイスがあったのか。あわせて、

この土葬問題、九州はもちろんですが、四国、

中国地方では初めてですので、そういった状況

を鑑みても、日出町だけでの判断は非常に難し

いと私自身捉えますが、その辺の県としての考

え方も聞かせていただければと思います。

日出町のムスリムの問題渕野市町村振興課長

ですが、これまでの経緯としては、今現在のと

ころ総務部に対する相談はありません。恐らく

墓地埋葬法を所管している生活環境部において、

日出町等の相談を受けながら、日出町でいろん

なことを検討されているのではないかとは思っ

ています。

いずれにしても、この問題はいろんな観点、

方向から地元で検討を要する問題だと思います

ので、日出町から私どもに事務執行にあたって

相談があったら、生活環境部とよく連携しなが

ら、日出町を支えていきたいと考えています。

補足ですが、当課で宗教法松原県政情報課長

人を所管しており、その関係で、当該教会から

平成３０年頃から日出町内で事務所を設置した

いという相談がありました。その関係で、日出

町からも宗教法人法上の手続等について照会が

あって、こちらもそれについて回答しています。

日出町内への事務所の設置について、今年４

月に宗教法人法に基づく宗教法人規則の変更の

認証を行っています。事務所の設置といっても

墓地経営と直接関係はなく、要は、その事務所

を拠点にして法人活動、宗教活動を行っている

かといった観点からの審査になるので、１年程
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度の活動実績を確認した上で変更の認証をして

います。

実際、その後の墓地経営の許可については、

さきほど申したように日出町の権限ですので、

認証後、当課で６月以降の一連の動きについて

は新聞報道で知る程度です。こちらも法人なり

理事長から相談があれば丁寧に対応したいと考

えています。

ありがとうございます。三浦委員長

今、手続が整えば許可せざるを得ないような

形なのか、議会とすれば地元住民の反対を尊重

して、建設反対という意見を明確に表しました

が、その辺はいかがでしょうか。

詳細は今後になるかと思渕野市町村振興課長

いますが、日出町で独自に条例も定めていると

思いますので、今後、正式に団体と日出町で綿

密に協議される中で、条例の趣旨、法律の趣旨

等に照らし合わせながら検討が進んでいくので

はないかと思います。

ありがとうございます。三浦委員長

外国人の墓地建設の問題は本来、国、外務省

だと思いますが、ガイドライン等を設けてしっ

かりあっせんだったり、必要に応じて行政に対

して助言をしていくと思います。多分外務省だ

と思いますが、県から外国人墓地建設について

の情報を取って、日出町も非常に難しい判断を

迫られているので、ぜひしっかり協議をしてい

ただければと思います。

あわせて、これまで外国人の流入を許容する

というか、認めてこういう事態を既に招いてい

るわけですから、このような事態が予見できて

いると思います。国に対して情報の開示であっ

たり、情報の部分をしっかりつかんで、基礎自

治体に落としてほしいとも思いますが、その辺

はどうでしょうか。

今、委員長からそういっ渕野市町村振興課長

た話があったことを国際政策部門などとよく連

携しながら、その辺の情報共有もしていきたい

と思います。

今日の委員会でのやり取り、しっ三浦委員長

かり私も町に戻すので、またこれから町からも

様々なアドバイスを求めたり、いろんな相談が

あると思います。ぜひサポート、協議をよろし

くお願いします。

ほかにありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

ほかにないようですので、これを三浦委員長

もちまして、総務部関係の審査を終わります。

執行部の皆さんはお疲れさまでした。

執行部が入れ替わりますので、しばらくお待

ちください。

〔総務部退室、企画振興部入室〕

これより、企画振興部関係の審査三浦委員長

に入ります。

本日は委員外議員として志村議員、二ノ宮議

員、河野議員、堤議員が出席しています。

まず、第１１２号議案令和２年度大分県一般

会計補正予算（第７号）のうち、企画振興部関

係部分について、執行部の説明を求めます。

それでは、第１１２号議案高屋企画振興部長

令和２年度大分県一般会計補正予算（第７号）

のうち、企画振興部関係について説明します。

総務企画委員会資料の１ページをお開きくだ

さい。

左から３列目、補正額（Ｂ）の一番下、合計

欄にあるとおり、今回、２億８，３３４万１千

円の増額をお願いするものです。

左から２列目、既決予算額（Ａ）の一番下、

７８億５，１５０万２千円と合わせると、一番

右下にある補正後予算額（Ａ）＋（Ｂ）は、８

１億３，４８４万３千円となります。

今回の補正予算案の内容ですが、大分空港へ

のアクセス時間を短縮し、観光やビジネス等に

おける利便性を高め、地方創生を加速させるた

め、ホーバークラフトの調達や発着地整備の準

備に着手するものです。

事業の詳細については、担当課長から説明し

ます。御審議のほど、よろしくお願いします。

大分空港海上アクセス整備遠藤交通政策課長

事業について、これまでの経緯を含めて説明し

ます。

同じ資料の２ページをお開きください。
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大分空港への海上アクセスについては、平成

３０年度から２年間かけて実現可能性を調査し

てきましたが、時間短縮効果、空港側のアクセ

スの良さ、整備の費用と期間のいずれにおいて

も、ホーバークラフトの方が高速船に比べて有

効であり、上下分離方式の運航スキームであれ

ば、収支確保も可能との結論に至り、本年５月

に本委員会において報告をしました。

３ページを御覧ください。

本年６月に運航事業候補者を選定するための

選定委員会を設置した後、７月からプロポーザ

ル方式での公募を行い、１０月に第一交通産業

株式会社を運航事業候補者として選定しました。

いただいた事業提案内容について、資料中ほ

どを御覧ください。

運航計画に関しては、大分市側発着地として

西大分を希望すること、安全対策に関しては、

エアロシールドの設置などコロナ対策を徹底す

ること、地域貢献等に関しては、ターミナル施

設にカフェや展望デッキを設け、かんたん港園

やフェリー乗場など西大分のベイサイドエリア

一帯でにぎわいを創出することや、ホーバーク

ラフトを基軸としたＭａａＳシステムを導入す

ることなどについて御提案いただきました。

その後、第一交通産業株式会社と協議を行い、

大分空港と大分市西大分地区の間で、２０年間

継続して運航を行うこと、県は運航事業に関す

る赤字補填を行わないこと、二次交通の確保や

ＭａａＳの導入その他の地域活性化に協力して

取り組むことなどを定めた基本協定を１１月５

日に締結しました。

４ページをお開きください。

運航事業者が決定し、大分空港最大の課題で

あるアクセスを早期に解決するためには、でき

る限り速やかに運航が開始できるよう準備を進

める必要があります。まずは、船舶の発注に必

要となる仕様書等の作成や、発着地整備に係る

測量・設計に要する経費についての補正予算案

を、今議会に上程したところです。本予算案を

議決いただけましたら、直ちに事業に着手し、

令和３年度以降に改めて、船舶建造のための予

算や用地取得、発着地の建設工事のための予算

を計上する予定です。

以上で説明は終わりました。三浦委員長

これより質疑に入ります。質疑はありません

か。

何点か質問しますので、よろしくお羽野委員

願いします。

まず、騒音の関係ですが、どの程度の騒音を

想定して、騒音対策をどのように今のところ考

えているのか、お願いします。

それから、前のホーバークラフトも騒音につ

いて苦情が出ていたという話も聞きますが、住

民説明会の対象区域は沿岸から何キロメートル

ぐらいのエリアとか、そういったのを想定して

いれば、その範囲をお聞かせください。

それから、別府湾の漁業従事者の安全対策に

ついて考えがあればお願いします。

それと、仮に漁業に支障が出た場合の対応に

ついてどのように考えているか、お願いします。

それと、現在、アクセスバスでエアライナー

がありますが、当然ホーバークラフトになれば、

その分エアライナーの収益に影響を及ぼすので

はないかと思います。そこら辺のすみ分けとか

収支見通しの考えがあるのか、お願いします。

それと、欠航時の代替輸送についての考えが

あれば、その点についてもお聞かせください。

それでは、順にお答えしま遠藤交通政策課長

す。

まずは発生音の関係です。県としても周辺住

民の日常生活への影響に十分配慮した対策をす

ることが非常に重要だと思っています。

その上で、ホーバークラフトからの発生音に

ついては、海の上を航行中の場合の音と陸に上

がってからの音の二つに分けて考えることが必

要です。

まず、陸に上がってからの音については、大

分市の騒音防止条例の適用があって、この基準

を満たすことが必要だと思っています。

昨年度の調査の結果では、陸に上がってから

周囲に遮音壁を設置することにより、大分市騒

音防止条例の基準を十分満たすことが可能とい

うことを確認しています。

また、海上航行中の発生音については規制す
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る法令が今ないですが、やはり周辺住民の方々

の生活への影響を考慮して、陸上に対して規制

がされる基準を海上航行の場合にもしっかり適

用し満たしていくことを考えています。

こちらも昨年度の調査結果では、基準を基本

的には満たすことが確認できていますし、実際

に運航する際には、港内でスピードを落として

運航するなどして、確実にその基準を満たすよ

うな対策を行っていきたいと思っています。

また、住民説明会も今後予定をしていますが、

なるべくきめ細かく丁寧な説明をしていこうと

思っており、その対象範囲については、自治委

員とも相談しながら、今後決定していきたいと

思っています。

それと、漁業従事者への安全の確保について

ですが、やはり別府湾内で操業する漁船とか、

ばら積み船等が航行している海域ですので、安

全確保は極めて重要だと認識しています。

そのため、現在、海上保安部と協議をいろい

ろとしており、ホーバークラフトの出入港を確

認できる回転灯を発着地周辺に設置することに

ついて助言をいただいています。

加えて、ホーバークラフトに精度の高いレー

ダーを配備することや、他船との位置情報を交

信する機器を登載すること、また、漁業従事者

が操業している海域では安全な速度で航行を行

うことなどについても検討しています。

いずれにしても、漁業従事者の方々と協議を

しながら、安全な操業が行えるよう必要な対策

はしっかり講じていきたいと思っています。

あと補償ですが、今回、新たな航路開設に伴

う損失が発生した場合には、実態に応じて損失

補償基準にのっとった対応はしっかりと取って

いきたいと思っています。

現行の大分空港のアクセスバスとの関係です

が、今回、ホーバークラフトを導入するにあた

って、発着場になる西大分に５００台程度の無

料駐車場を整備することを予定しており、自家

用車やレンタカー利用者からの転換をメインに

図りたいと考えていますが、御指摘のとおり、

やはり一部空港バスからの転換も予想されます。

具体的な収支の見通しについては、今後、船

舶を調達することになりますが、その船舶の仕

様やメンテナンス経費が固まった後、また、ホ

ーバークラフトの運賃を設定した後にお示しす

ることになると思います。いずれにしても、大

分空港アクセスとしては陸路と海路、二つのネ

ットワークが安定的に維持されなければいけな

いと思っています。

そのため、今後県としては、例えば、コンセ

ッション方式の導入とか国際線も含めた新たな

路線の誘致など、まずは大分空港の利用者数そ

のものを増加させるための取組を行い、その結

果、両ネットワークの利用者の増加を図ってい

きたいと思っています。

あと荒天時、欠航時は、西大分発着も含め、

空港バスの運行と連携していければと思ってい

ます。

そのような在り方も含め、今後空港バスとホ

ーバークラフトが相互に補完し合えるような体

制、お互いがウィン・ウィンになるような構築

に向け、今後関係者と協議を進めていきたいと

思っています。

大体分かりました。羽野委員

いずれにしても、事業を進めるにあたっては

住民、それから漁業者との合意形成をよろしく

お願いしておきます。

それから、エアライナーについて、現在の利

益が路線バスの廃止とか赤字部分を補塡してい

ることによって維持されているという側面もあ

るので、そこら辺を含めて、共存できる体制を

構築していただければと思いますので、よろし

くお願いします。

騒音対策の説明がありましたが、西大嶋委員

分港の地域は結婚式場もあり、最終便のことを

考えると、午後１０時以降にホーバーが帰還し

てくることも予想され、想定外の苦情が出てく

ることが考えられます。そうしたことにもきめ

細かい対応が必要だと思いますが、どのように

お考えですか。

委員の御指摘のとおり、さ遠藤交通政策課長

きほどシミュレーション上は基準をクリアして

いるという話をしましたが、風の向きとか、想

定外の音の広がりも考えられます。
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また、おっしゃるとおり、結婚式場があった

り、にぎわいの施設があったり、また夜間の運

航も航空便のダイヤが今後どうなるかによって

変わってきますが、そういうところを臨機応変

に柔軟に対応して、住民の方々に納得して受け

入れてもらえるような対策を、声を聴いていき

ながら継続的にやっていくことが必要だと思っ

ていますので、そこはしっかりやっていきます。

住民だけじゃなく、事業者にもきちん嶋委員

と説明することが必要だと思うので、よろしく

お願いします。

昨日も説明していただきました後藤副委員長

が、一つ思ったのが、レンタカーの話を聞いて、

確かにレンタカーの誘致とか必要なんだなと改

めて感じたわけです。

その中で今日書いている５００台程度の駐車

場ですが、これは乗降客のための５００台なの

か、若しくはにぎわい創出でそういった一帯の

開発のために駐車場が必要なのか。これが５０

０台でいいかどうか分からないですが、例えば、

平面になるとすごく敷地もいるわけですよ。だ

から、その駐車場が立体がいいのかどうか。

あと、私も海側にいるとき思いますが、南海

トラフの関係とかで、あそこら辺は高い建物が

ないので、かえって立体駐車場にしておいた方

がいいのかなと。人が集まっている場所でもあ

るので、そういったことも検討され、立体駐車

場方式で土地を買わなくても使えるような駐車

場の配置なども考えたらどうかと、昨日話を聞

いて思いました。そういったこともぜひ検討さ

れたらいかがかと思いますが、どうですか。

無料の５００台程度の駐車遠藤交通政策課長

場を考えていますが、今後、発着場の測量調査

をする中で、御指摘のとおり、立体駐車場も含

めて最もベストな配置はしっかり考えていかな

ければいけないと思っていますし、津波の話も

ありましたが、緊急的に避難できる場所という

観点で、立体駐車場もそうですが、ターミナル

自体の上にも逃げられるようなことを含めて、

そこはいただいた意見を踏まえ、利用者にとっ

て一番使い勝手のいいものとなるようにしっか

り検討していきたいと思います。

まだ事業者が決定したばかりです古手川委員

が、第一交通産業から具体的にこういう運営を

していきたい、こういう仕掛けをしていくとい

う話が公に説明できるような形ができたら、ぜ

ひ委員会でも特別に時間を取って話を聞かせて

いただけると、我々もイメージがよりはっきり

してきますので、そういうことも可能であれば

お願いしたいと思います。

そのような点についてもし遠藤交通政策課長

っかり相談して、また検討していきたいと思い

ます。

乗組員の件について、以前は国内に浦野委員

ホーバーの事業者は複数あったわけで、操縦訓

練とか事故対策もある程度ノウハウとか知識の

積み上げはあったと思いますが、今回はしばら

く国内のホーバー事業者がないという状態で、

船体も海外で、例えば、操縦訓練を実際に海外

で行うような体制になってくるかなと思います。

そのあたりの安全性の確保というか、何か議論

がありますか。

船舶をどこから調達するか遠藤交通政策課長

は、まだこれから入札になりますが、海外の場

合、海外で操船トレーニングをするのか、また、

日本でトレーニングするのか、いずれのパター

ンも考えられているとは思います。例えば、１

００時間程度の操船トレーニングに加え、座学

形式のもの、またパイロットに限らず、メンテ

ナンスのトレーニングも必要だと思っているの

で、それも十分な期間を海外、日本でというこ

とはしっかり考えていかなければいけないと思

っています。造船事業者が決まったら、そこと

協議をしながら、安全上問題ないようなトレー

ニング期間はしっかりと確保していきたいと思

っています。

分かりました。浦野委員

例えば、高速船であれば、極端な話、人が足

りなくなれば採用というのは結構簡単だとは思

いますが、ホーバーの場合は乗組員も整備員も

かなり特殊な人材なので、人の確保については、

船体だけ調達できたが動かす人がいないことに

ならないよう取り組んでいただけたらと思いま

す。
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船員の確保は非常に重要な遠藤交通政策課長

論点で、船員不足という実情もあるので、運航

事業者の第一交通産業はもちろん、県としても

大分運輸支局等も通じて、しっかり人材確保が

できるように取り組んでいきたいと思います。

委員外議員の方はありますか。三浦委員長

この問題で私が一番心配するの堤委員外議員

は、２０年間という計画です。今現在は国際航

空運送協会（ＩＡＴＡ）等のシミュレーション

でどれくらいの客が戻ってくるだろうという予

測の中での２０年間赤字補塡はしませんよとい

うことですが、何か抽象的ですよね。

具体的に、ではこの２０年間は県として赤字

補塡しないという担保をどうしていくのかが非

常に抽象的で分かりにくいです。

今は、新型コロナという新たな感染症でしょ

う。これまでもＳＡＲＳ、ＭＥＲＳとかいろん

なことが起きてきて、そのたびに全世界的なパ

ンデミックが起きて、今回、こういう状況でし

ょう。

確かに、１０月は昨年同期に比べたら売上げ

が半分戻ったという状況ですが、果たしてこれ

から数年後、それが完全に除去されて、売上げ

が右肩上がりに伸びていくのか。県としても大

丈夫だという根拠がどうもないです。県民が一

番心配しているのは、どうせいつかまた県がお

金を出すんじゃないのという話があるから、そ

こら辺は具体的にどういう方向性を持っている

のか。

御指摘のとおり、今コロナ遠藤交通政策課長

という状況で、航空需要の落ち込みはあります

が、これまでの過去２０年間、新型インフルエ

ンザ、ＳＡＲＳ、９．１１、イラク戦争等、や

はり外的な要因で航空需要は落ち込みをします。

ただ一方で、その後、再び回復をして、元々

の成長曲線に戻るというのはこの２０年間の航

空需要が示しているところですので、基本的に

は現在落ち込んでいますが、ＩＡＴＡだと令和

５年、また、大手の国内企業だとそれより１年

早く令和４年には国内線は回復するという見通

しも示されており、その後、右肩上がりに成長

していくことが予測されています。

ですので、コロナの状況もしっかり見据えな

がらこのプロジェクトを進めていきますし、今

後赤字補塡をしないことについては、第一交通

産業との間でも契約をして、県に新たな損害が

発生することがないよう、そこはしっかり担保

していきたいと思っています。

協定書まで今結んでいます高屋企画振興部長

が、その８条の中で、今後は県と第一交通産業

はいろいろ契約書を結んでいきます。例えば、

船を貸し借りするとか、議案が通ったら、具体

的なことを話し合うことになっていますので、

その中で必要な契約書、確認書等をたくさん作

らなければなりません。その話合いの中で、交

渉事として課長が今言ったようなことをちゃん

とやって、協定書で言う２０年間の事業継続と

赤字補塡を行わないためにはどういう運航がい

いのか、しっかり詰めていこうと思います。

別に反対するわけではないよ。堤委員外議員

ただ、そういう心配を多くの方から聞かれるん

だよね。その部分でぜひ県として、具体的にど

ういう状況で、赤字は絶対こういう形で出して

いかないという気概を常に情報公開で多くの方

に知らせていくと。これはこれから大切になっ

てくると思いますから、その点はくれぐれもよ

ろしくお願いします。

堤議員のおっしゃるとおり高屋企画振興部長

と思いますので、情報を出しながら、今後３年

間で心配なくスタートできるように、今後とも

気を付けてやっていこうと思っています。

大変御苦労さまです。河野委員外議員

今後、インバウンドも含めた来県者をいかに

増やしていくかは、大分県の地域を支えていく

上で大変大きな課題であり、その取組をしてい

るということで敬意を表します。

ただ、２０年間使うことについて言うと、最

初に導入する機材としてのホーバーについては、

相当程度最新の技術を持って静音化とか、安定

化といったものがきちんと図られるように仕様

を詰めていただきたいと思います。

御案内のとおり、このホーバークラフトは軍

事利用され、敵前上陸、揚陸のための仕様を前

提に設計されているものも多く、そのため夜間
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等にサイレントモードというものを持って、非

常に騒音を低減する技術も発達していると伺っ

ています。そういったものを民生用ではあると

しても、最新の技術を用いて、これから２０年

間、地域の皆さんに納得していただけるような

ものに仕上げていただきたいと思いますが、そ

の辺仕様書の検討段階、今どのような状態でし

ょうか。

御指摘のとおり、今後仕様遠藤交通政策課長

書を作っていく中で、やはり１０年前よりも技

術が進んでいますので、例えば、発生音につい

ては一定程度このようにしてほしいとか、また

今後メンテナンスのことを考えると、もし輸入

となった場合、コストが割高になってしまうの

で、じゃ、部品の国内生産化ということができ

ないかも含めて、今後この予算が通ったら、委

託事業者としっかり詰めて、よりいいものが調

達できるように御指摘の点も踏まえ、検討して

いきたいと思っています。

静音化の部分について言うと、河野委員外議員

大分県内でもタービンブレードの設計の専門屋

がいて、世界の超一流の自動車メーカーからタ

ービンの設計等について委託を受けているとこ

ろもあります。そういったところを使うことも

考えていただいて、世界に誇れるような技術を

この際、確立することも含めて検討いただけれ

ばと思います。

アジアで唯一運航するのが遠藤交通政策課長

大分県で、今後大分県を代表するシンボリック

なものになっていくと思っているので、皆さん

に愛していただけるようなホーバークラフトを

しっかり造るように尽力したいと思います。

ホーバー導入に向けて、今いろんな話嶋委員

があったように課題が山積しており、影響を受

けることが予想される県民やバス事業をはじめ

とする事業者に丁寧に説明し、今後のことも協

議をしていく、手当てが必要なところは手当て

をしていくことが大事だと思っているので、慎

重に進めていただきたいと思います。

委員のおっしゃるとおりで、高屋企画振興部長

関係者が大変多く、これから３年間ありますが、

急いで関係者とは協議を進めていって、皆さん

に納得していただけるような形でスタートする

ことがいいと思っています。そこら辺は抜かり

なくやろうと思っているので、また御指導をお

願いします。

最近では２００万人ぐらいの方が古手川委員

空港を使われている中で、現状はどうですか。

車、エアライナー、そして、観光バス、その辺

で２００万人の方がどういう形でさばかれてい

るのか、その辺の割合の数字は把握されていま

すか。

詳細なデータはなかなか難遠藤交通政策課長

しいですが、ざっくりで言うと、大体自家用車

３割、バス３割、その他レンタカーや送迎等で

３割から４割、そのような分担になっていると

思っています。

現状の２００万人の中で、ホーバ古手川委員

ーでさばこうとするのが３０万人、そして、２

００万人を超えてきたときに４０万人になれば

という目標値ですね。そうすると２割ないです

ね。大変な事業ではありますが、２割でしかな

いということは、中心のさばきではないと。や

はり道路だったり、そういう流れになっていく

と思います。そうしたときに空港道路も含め、

ある程度道路改良が終わっているという意見も

ありますが、まだまだ未改良の部分もあると。

それと、ＪＲの杵築駅を利用した部分、この

辺がやはり地元の生活とも密着してくる部分が

あると思います。何かそういう部分でも、年間

４億円、２０年で８０億円をホーバーにつぎ込

むのであれば、道路と違う形で地域のＪＲ杵築

駅を中心にした新たなものを何か考えるとか、

そういうものに同じような形で投資をしていっ

てもいいかと思います。そういう部分も含めて、

ホーバーだけでなくて、２００万人が３００万

人になって、それをもっともっとさばくための

空港時代、そして、そこからの流れというよう

な展望もぜひまた聞かせていただきたいと思い

ます。よろしくお願いします。

委員のおっしゃるとおりで、高屋企画振興部長

過去のホーバーフェリーの利用者が最高であっ

たのが平成２年で、そのときでも２９．１％と。

あとは車とバスとなっているので、やはり陸路
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は大事ですし、我々今まで鉄道を使うという発

想が余りなかったですが、一番最寄りの鉄道駅

は杵築駅ですので、杵築駅の相原を通るか、直

接つなぐ等ありますが、利用促進を図る期成会

等があるので、自治体とか企業とかの意見をち

ゃんと聞いて、陸路もしっかり対応していきた

いと思っています。

ほかにありませんか。三浦委員長

〔「なし」と言う者あり〕

ほかに御質疑もないようですので、三浦委員長

これで質疑を終わります。

それでは、本案のうち本委員会関係部分につ

いて、さきほど審査した総務部関係を含め、一

括して採決します。

本案のうち、本委員会関係部分については、

原案のとおり可決すべきものと決することに御

異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

御異議がないので、本案のうち本三浦委員長

委員会関係部分については、原案のとおり可決

すべきものと決定しました。

なお、本案の可決にあたり、皆さんから様々

な御意見をいただきました。委員会として付帯

意見としてまとめ、委員長報告に盛り込みたい

と思います。

私としては、大分空港へのアクセスはとても

大事ですけれども、ホーバーのみならず、しっ

かりとした全体像を示していく必要があると思

っています。また、状況の変化に応じて、適宜、

委員会を通じて執行部から情報提供や意見を求

めたい。このような趣旨で、意見を申し添えた

いと思います。

皆さん、よろしいでしょうか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

はい。委員長報告の具体的な文言三浦委員長

は委員長に御一任いただきたいと思います。

以上で付託案件の審査を終わります。

次に、付託外案件の審査に入ります。

議長から回付されている陳情２２について、

執行部の意見を求めます。

陳情文書表の２ペ藤川おおいた創生推進課長

ージをお開きください。まず、陳情の概要につ

いて申し上げます。

本陳情は、新型コロナウイルス感染症対応地

方創生臨時交付金の実施計画が、まち・ひと・

しごと創生法等に準拠しておらず、補助金等に

係る予算の執行の適正化に関する法律の補助金

等の交付の不正な申請及び不正な使用に相当す

るとして、調査等を行う百条委員会を設置し、

県民に公開することを求めるものです。

陳情の中にある新型コロナウイルス感染症対

応地方創生臨時交付金は、国の新型コロナウイ

ルス感染症緊急経済対策に対応するために国が

定めた要綱に基づいて交付されるものであり、

まち・ひと・しごと創生法等とは、直接の関係

はありません。

また、本交付金の申請に関しては、補助金等

に係る予算の執行の適正化に関する法律に規定

された法令及び予算に違反しないか、目的及び

内容が適正であるか、金額の算定に誤りがない

か等の基準に基づいて、国が厳正に審査をして

おり、先月２５日に総務大臣から交付決定され

ました。

なお、陳情の中にある平成２７年度の地方創

生交付金の一部が会計検査院より指摘を受けた

項目については、令和元年第２回定例会に同じ

内容の陳情が提出され、総務企画委員会におい

て御審議いただいているので、説明は省略しま

す。

この陳情について、御意見等はあ三浦委員長

りませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

委員外議員の方はありませんか。三浦委員長

毎回このことを話しますが、今堤委員外議員

日陳情者が来ているから、ちょうどいいかなと

思うんだけども。過去６月、９月の議会で同じ

ような陳情が出されていますね。中身もそんな

遜色がない、変わりがないが、これを出される

ということは、つまり、陳情者にとってみれば

納得ができていないと思います。となれば、こ

ういう委員会の中で具体的に状況を詰めてとい

う話は難しいかもしれないが、多分本人と何回

かは話したと思うけど、もう少し詰めて、さき

ほど問題がないという話だったけど、本人は問
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題があると思っているわけで。そこら辺は詰め

た話合いの場をぜひ持っていただきたいなと思

いますが、そこら辺どうですか。

前回、前々回の委藤川おおいた創生推進課長

員会でも堤議員からもそういう御指摘があり、

その後も陳情者とは、例えば、人事課等を交え

てテレビ会議等も行っています。時間も割と１

時間、２時間という単位で行っており、そうい

った中で、なかなか納得いただかないので、こ

ういう陳情がまだ出ていると思いますが、説明

を繰り返していくしかないかなと思っています。

ぜひ説明を繰り返してやってく堤委員外議員

ださい。大変だろうけど、やはり納得するのが

大事だから、県民として。そこら辺でぜひ話を

するようにしてください。

ほかにありませんか。三浦委員長

〔「なし」と言う者あり〕

ほかにないようですので、以上で三浦委員長

陳情について終わります。

次に、執行部から報告の申出があるので、こ

れを許します。

それでは、①、②あわせて説明をお願いしま

す。

総務企画委員会資料の５ペ遠藤交通政策課長

ージをお開きください。

ＪＲ久大本線の復旧について説明します。

まずは、本年２年７月の九州豪雨における久

大本線の主な被災箇所ですが、資料左上の写真

を御覧ください。こちらは、引治駅―豊後中村

駅間に位置する第一野上川橋梁ですが、橋脚部

分が傾斜し、橋梁にゆがみが生じています。

その右の写真は、豊後中村駅―野矢駅間に位

置する第二野上川橋梁ですが、河川の増水によ

り流失しています。

その他にも、水分トンネルへの土砂の流入や、

南由布駅―湯平駅間の築堤崩壊など、被災箇所

は全線で１４５か所に及んでいます。

現在の復旧状況ですが、資料の中段下の普通

列車運行計画を御覧ください。日田駅―豊後森

駅間、庄内駅―大分駅間においては既に運行が

再開されていますが、豊後森駅―庄内駅間につ

いては、いまだ復旧しておらず、鉄道に代わり

代行バスが運行している状況です。

同区間の復旧については、１０月２８日にＪ

Ｒ九州の青柳社長が、今年度内の全線での運転

再開を目指して復旧工事を進める方針を示して

おり、現在、復旧に向けた工事が行われていま

す。今年度中には、全線での運行が再開される

ものと見込んでいます。

ＪＲ久大本線は、日常生活の維持に必要不可

欠な路線であり、また、特急ゆふいんの森が運

行する観光面でも非常に重要な路線でもあるた

め、引き続き、ＪＲ九州に対して、沿線住民の

ためにも一日も早い復旧が果たされるよう、県

としても働きかけていきたいと思います。

資料６ページ柳井芸術文化スポーツ振興課長

をお開きください。

議員の皆さまには、大分トリニータを支援す

る議員連盟を組織して、シーズンパスの購入や

後援会入会など、長きにわたり御支援をいただ

いていることに対し、心からお礼申し上げます。

それでは、トリニータのシーズン結果につい

て御報告します。

今シーズンはあと４試合を残していますが、

左側のＪ１順位表にあるように、第３１節終了

時点で１０勝７分１３敗の戦績で、勝点３７、

１１位となっています。

シーズン当初の目標としていた勝点５５、６

位以内の達成は難しい状況ですが、シーズンを

通してリーグ中位をキープする結果となってい

ます。

続いて、右側のＪ１リーグ観客動員数を御覧

ください。

今シーズンは、新型コロウイルスの影響で無

観客試合や、観客数制限のある中での開催とな

ったため、ホームゲームの平均入場者数は、現

時点で５，０９８人となっています。これは、

昨シーズンの１万５，３４７人の３分の１とな

っています。

資料の７ページを御覧ください。

大分フットボールクラブの令和３年１月期決

算について、本年１０月末時点での見込みを説

明します。

左側の貸借対照表を見ると、負債の部のうち、



- 14 -

短期借入金が３，８００万円、長期借入金が１

億１，２００万円となっています。

これはコロナ禍の中、当面の資金を確保する

ために、本年６月に県の制度資金を活用して１

億５千万円の借入れを実施したことによるもの

です。

右側の損益計算書ですが、今期はチケット収

入等が落ち込んだ影響で、当期純利益は、１億

８，２００万円の赤字となる見込みですが、純

資産額が２億４，６００万円あるので、債務超

過にはならない状況です。

来シーズンもコロナの影響で厳しい状況が続

きますが、経営基盤の強化とＪ１定着を目指し、

スポンサー収入やシーズンパス販売数の確保に

取り組んでいきます。

また、県民に愛されるトリニータになるため、

ホームゲームではユニバーサルスポーツ体験コ

ーナーを設け、障がいのあるなしにかかわらず、

一緒にスポーツを楽しめる取組を行っており、

来シーズンも継続していきます。

皆さまには、引き続きの御支援をお願いしま

す。

ただいまの報告について、質疑は三浦委員長

ありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

委員外議員の方はありませんか。三浦委員長

〔「なし」と言う者あり〕

別に御質疑もないようですので、三浦委員長

これで諸般の報告を終わります。

この際、ほかに何かありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

なければ、私から１点あります。三浦委員長

もう皆さん御案内のとおり、私の地元日出町

でイスラム教徒の方の土葬墓地問題があり、先

日の町議会では建設反対の陳情が採択されまし

た。その前々日には早期建設を求める書面が日

出町側に出されている状況であり、正に今、町

を二分している状況です。

さきほど総務部では、市町村振興課及び宗教

法人を管轄する県政情報課から様々な答弁等を

いただきましたが、企画振興部の国際政策課で、

多文化共生社会に関する法律等もできていると

思いますが、そういった観点から見て、この土

葬墓地問題、九州はもちろん、四国、中国地方

でも初めてで、これが大分県にできることがど

うなのか、いかがですか。

国でも今年９月に多文化共藤井国際政策課長

生推進プランを１４年ぶりに改定しました。多

文化共生がどういった考え方かと言うと、国籍

とか民族など異なる人々が互いの文化的な違い

を認め合って、対等な関係を築きながら地域社

会の構成員として共に生きていきましょうとい

った考え方です。こういった観点を踏まえなが

ら、地域の方、また、宗教法人の外国の方の意

見もよく聞いて、できればそういった考え方、

あるいは気持ち等に寄り添いながら、今後どう

していくかを地域において十分話し合いながら

進めていただければと考えています。

ありがとうございます。三浦委員長

これは総務部でも言いましたが、外国人の墓

地建設というのは、国がしっかりガイドライン

等を作成して、やはり自治体にあっせんという

か、助言等で促す、そういったシステムがある

べきではないかと思っています。

また、国の施策では海外の方の流入を促進し

てきたわけで、こういったことが予見されてい

てもおかしくない状況だったわけです。しっか

り総務部など他の部局と一緒に国に情報を求め

て、今、日出町は非常に判断が難しい状況に追

われているので、様々な形で情報提供をしてほ

しいと思うので、よろしくお願いします。

ほかにありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

ほかにないようですので、これを三浦委員長

もちまして、企画振興部関係の審査を終わりま

す。

執行部の皆さんはお疲れさまでした。

委員の皆さまは、この後、協議を行いますの

で、そのままお待ちください。

〔委員外議員、企画振興部退室〕

これより、内部協議を行います。三浦委員長

まず、閉会中の所管事務調査の件について、
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お諮りします。

お手元に配付のとおり、各事項について、閉

会中、継続調査を行いたいと思いますが、これ

に御異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

御異議がないので、所定の手続を三浦委員長

取ることとします。

この際、ほかに何かありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

私から、参考人の招致についてで三浦委員長

す。

立命館アジア太平洋大学の須藤智徳教授、Ｓ

ＤＧｓの第一人者ですが、第１回定例会会期中

に講演をお願いしたいと思っています。

あわせて、ホーバーの関係で例えば第一交通

産業株式会社等から何か提案があれば、適宜、

状況に応じて常任委員会を開催していきたいと

思っていますので、よろしくお願いします。

それでは、これをもちまして本日の委員会を

終わります。

お疲れさまでした。


